
件
名 漁

業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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○
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大 

蔵 

省

農
林
水
産
省
令
第
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑷

及
び
第
三
項
第
一
号
ハ
⑶
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状

況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
（
平
成
十
九
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
六
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定

と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め

、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
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げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示

事
項
） 

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示

事
項
） 

第
二
条 

［
略
］ 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

３ 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

三 

［
同
上
］ 

イ 

［
略
］ 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
（
⑶
に
つ
い
て
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
に

限
る
。
） 

ロ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
内
部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
分
類
す

る
場
合
の
基
準
（
開
示
を
要
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
自

己
資
本
比
率
告
示
第
二
十
七
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第

四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
限

る
。
） 

［
加
え
る
。
］ 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
く
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
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ャ
ー 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 
(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 
(ⅸ) 
購
入
債
権 

 

ハ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項 

ハ 

［
同
上
］ 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
格
付
付
与
手
続
の
概

要
（

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用

リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合
が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等

に
よ
る
組
合
の
リ
テ
ー
ル
業
務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理
解
に
支
障

が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
両
者
を
区
別
し
て
開

示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
格
付
付
与
手
続
の
概

要
（

(ⅵ)
及
び

(ⅶ)
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用

リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合
が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等

に
よ
る
組
合
の
リ
テ
ー
ル
業
務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理
解
に
支
障

が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
両
者
を
区
別
し
て
開

示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

［

(ⅰ)
～

(ⅲ) 

略
］ 

［

(ⅰ)
～

(ⅲ) 

同
上
］ 

［
削
る
。
］ 

(ⅳ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
にPD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

(ⅳ)
～

(ⅵ) 

［
略
］ 

(ⅴ)
～

(ⅶ) 

［
同
上
］ 

［
四
～
六 

略
］ 

［
四
～
六 

同
上
］ 

六
の
二 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
使
用
す
る
手
法
（
Ｓ
Ａ
―
Ｃ

Ｖ
Ａ
、
完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
、
限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
又
は
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簡
便
法
を
い
う
。
）
の
名
称
及
び
各
手
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
対

象
取
引
の
概
要 

ロ 
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
の
特
性
及
び
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体

制
の
概
要
（
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
の
ヘ
ッ
ジ
方
針
及
び
ヘ
ッ
ジ
の
継
続

的
な
有
効
性
を
監
視
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
） 

 

ハ 

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
採
用
組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 
 

⑴ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
概
要
（
理
事
の
関
与

の
仕
組
み
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
が
有
効
に
機
能
す
る
た

め
の
経
営
管
理
体
制
の
概
要
（
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理

の
状
況
を
示
す
書
類
の
作
成
及
び
報
告
の
状
況
並
び
に
Ｃ
Ｖ
Ａ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
検
証
部
署
及
び
内
部
監
査
部

署
の
関
与
の
状
況
を
含
む
。
） 

 

六
の
三 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
に

係
る
額
を
算
入
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

リ
ス
ク
管
理
の
方
針
、
手
続
及
び
体
制
の
概
要
（
次
に
掲
げ
る

事
項
を
含
む
。
） 

 

⑴ 

リ
ス
ク
の
特
定
、
評
価
、
管
理
及
び
削
減
に
係
る
方
法
並
び

に
ヘ
ッ
ジ
の
有
効
性
に
係
る
監
視
の
方
法 

 

⑵ 

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
に
分
類
す
る
商
品
の
範
囲
を
定
め
る

た
め
の
方
針
及
び
手
続
（
低
流
動
性
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
特
定
、
管

理
及
び
監
視
に
係
る
方
法
を
含
む
。
） 

 

⑶ 

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
と
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
と
の
間
の
商
品

の
振
替
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 
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（i） 

当
該
振
替
を
行
っ
た
商
品
の
市
場
価
値
及
び
グ
ロ
ス
の

公
正
価
値 

 

(ⅱ) 

当
該
振
替
の
理
由 

 
⑷ 
内
部
取
引
担
当
デ
ス
ク
の
リ
ス
ク
移
転
の
状
況 

 

ロ 

報
告
及
び
計
測
に
係
る
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
並
び
に
そ
の
内
容 
 

ハ 

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
（
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
の
外
国
為
替

リ
ス
ク
を
保
有
す
る
部
門
を
含
む
。
）
の
構
造
及
び
保
有
す
る
商

品
の
種
類
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク

相
当
額
を
算
出
す
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
限
る
。
） 

 

ニ 

期
待
シ
ョ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ル
モ
デ
ル
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
承
認
を
受
け
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
に
限
る
。
） 

 

⑴ 

適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
範
囲
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
の
概
要
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

主
要
な
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
の
う
ち
ス
ト
レ
ス
期
待

シ
ョ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ル
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
）
に
よ
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ

ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
の
概
要 

 

⑶ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
自
己
資
本
の
充
実
度
を
内

部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い
る
各
種
の
前
提
及
び
評
価
の

方
法
（
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
を
含
む
。
） 

 

⑷ 

概
要
（
計
測
手
法
の
種
類
、
信
頼
水
準
、
保
有
期
間
、
観
測

期
間
及
び
市
場
混
乱
時
の
特
定
方
法
等
を
含
む
。
） 

 

⑸ 

使
用
す
る
デ
ー
タ
の
更
新
頻
度 

 

⑹ 

重
要
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
の

結
果
の
概
要
（
モ
デ
ル
化
可
能
な
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
及
び
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低
減
し
た
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス

ク
相
当
額
の
算
出
過
程
を
含
む
。
） 

ホ 
モ
デ
ル
化
不
可
能
な
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
お
け
る
自
己
資

本
の
充
実
度
を
内
部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い
る
各
種
の
前

提
及
び
評
価
の
方
法
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る

。
） 

 

ヘ 

Ｄ
Ｒ
Ｃ
モ
デ
ル
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
内
部
モ
デ
ル
方

式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

⑴ 

適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
範
囲
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
の
概
要
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

概
要
（
計
測
手
法
の
種
類
、
信
頼
水
準
、
保
有
期
間
、
観
測

期
間
、PD

の
前
提
及
び
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

の
方
法
を
含
む
。
） 

 

⑶ 

自
己
資
本
の
充
実
度
を
内
部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い

る
各
種
の
前
提
及
び
評
価
の
方
法
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二

百
四
十
六
条
の
十
三
の
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
含
む

。
） 

 

ト 

モ
デ
ル
検
証
部
署
に
よ
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
設
計
及
び
運
用

に
係
る
検
証
、
一
般
的
な
手
法
、
各
種
の
前
提
並
び
に
評
価
の
方

法
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

七 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 
七 

［
同
上
］ 

イ 

［
略
］ 

イ 
［
同
上
］ 

ロ 

Ｂ
Ｉ
の
算
出
方
法 

ロ 
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
使
用
す
る
手

法
の
名
称
（
部
分
的
に
先
進
的
計
測
手
法
を
使
用
す
る
場
合
は
、

各
手
法
の
適
用
範
囲
を
含
む
。
） 
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ハ 

Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
方
法 

ハ 

先
進
的
計
測
手
法
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

項 

 

⑴ 

当
該
手
法
の
概
要 

 

⑵ 

保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
削
減
の
有
無
（
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
削

減
を
行
っ
た
場
合
は
、
保
険
の
利
用
方
針
と
概
要
を
含
む
。
） 

ニ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、

Ｂ
Ｉ
の
算
出
か
ら
除
外
し
た
事
業
部
門
の
有
無
（
事
業
部
門
を
除

外
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
） 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

ホ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、

Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
か
ら
除
外
し
た
特
殊
損
失
の
有
無
（
特
殊
損
失
を

除
外
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
） 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

八 

株
式
及
び
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

（
以
下
「
出
資
等
」
と
い
う
。
）
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
の
方
針
及
び
手
続
の
概
要
（
投
資
信
託
及
び

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
の
う
ち
、
不
動
産
に
対
す

る
投
資
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
不
動
産
投
資
法
人
」
と
い
う

。
）
へ
の
出
資
及
び
こ
れ
に
類
す
る
出
資
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

判
定
に
係
る
基
準
を
含
む
。
） 

八 

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号

）
第
十
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
出
資
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
「
出
資
等
」
と
い
う
。
）
又
は
株
式
等
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
の
方
針
及
び
手
続
の
概
要 

九 

金
利
リ
ス
ク
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
を
除
き
、
以
下

同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

九 

金
利
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

  

［
イ
・
ロ 
同
上
］ 

４ 

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

４ 

［
同
上
］ 
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一 

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

一 

［
同
上
］ 

イ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所

要
自
己
資
本
の
額
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
額
を
除
く
。
）
並
び
に
こ

れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
額 

イ 

信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
（
ロ
及
び
ハ
の
額

を
除
く
。
）
及
び
こ
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と

の
額 

［
⑴
～
⑶ 

略
］ 

［
⑴
～
⑶ 

同
上
］ 

ロ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額 

ロ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

係
る
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
及
び
こ
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額 

⑴ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
投
機

的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
該
当
す
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑴ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
方
式
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
こ
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
内
訳 

(ⅰ) 

簡
易
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅱ) 

内
部
モ
デ
ル
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー 

⑵ 

⑴
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
な
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑵ 
PD

＼LG
D

方
式
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー 

ハ 

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

四
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示

第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額 

ハ 

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

四
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示

第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
に

対
す
る
所
要
自
己
資
本
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額 
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［
⑴
～
⑸ 

略
］ 

［
⑴
～
⑸ 

同
上
］ 

ニ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
及

び
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら

の
う
ち
組
合
が
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
手
法
ご
と
の
額 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑵ 

完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑶ 

限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑷ 

簡
便
法 

 

ホ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト

で
除
し
て
得
た
額
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要

自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
組
合
が
使
用
す
る
次
に

掲
げ
る
方
式
ご
と
の
額 

 

( i ) 

簡
易
的
方
式 

 

(ⅱ) 

標
準
的
方
式 

 

(ⅲ) 

内
部
モ
デ
ル
方
式 

 

⑵ 

勘
定
間
の
振
替
分
に
係
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の

合
計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
か
ら
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
に
加
算
す
る
額
及
び
当
該
振
替
に
係
る
所
要

自
己
資
本
の
額
（
当
該
振
替
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

ヘ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
を
八
パ
ー
セ

ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
対

す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
事
項 

ニ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額

及
び
こ
の
う
ち
組
合
が
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
手
法
ご
と
の
額 

⑴ 

Ｂ
Ｉ
が
千
億
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
Ｉ
Ｌ
Ｍ
を
一
と
す
る

⑴ 

基
礎
的
手
法 
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場
合 

Ｂ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
額 

⑵ 

Ｉ
Ｌ
Ｍ
を
内
部
損
失
デ
ー
タ
利
用
Ｉ
Ｌ
Ｍ
（
自
己
資
本
比
率

告
示
第
二
百
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

出
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｍ
を
い
う
。
次
条
第
四
項
第
二
号
ヘ
⑵
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
す
る
場
合 

Ｂ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
額
、
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の

値
並
び
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
損
失
の
推
移 

⑵ 

粗
利
益
配
分
手
法 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

Ｂ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ

の
額
並
び
に
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
値 

⑶ 

先
進
的
計
測
手
法 

ト 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
の
分
母
の
額
及
び
当
該
分

母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額 

ホ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ

ン
ト
を
乗
じ
た
額 

二 

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項 

二 

［
同
上
］ 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
二
条

に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
自
己
資
本
比
率
告
示

第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
第
五
号
イ

⑵
並
び
に
次
条
第
四
項
第
三
号
ハ
及
び
第
六
号
イ
⑵
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
期
末
残
高
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
期
末
残
高
及
び
こ
れ
ら
の
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
内
訳 

ハ 

三
月
以
上
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
又
は
デ
フ
ォ

ル
ト
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
及
び
こ
れ
ら
の
次
に

掲
げ
る
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

［
ニ
・
ホ 

略
］ 

［
ニ
・
ホ 
同
上
］ 

ヘ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

ヘ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
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資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
こ
れ
ら
の
適
切
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
区

分
ご
と
の
内
訳 

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効

果
を
勘
案
し
た
後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与

の
割
合
が
信
用
供
与
の
額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。
）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第

二
百
二
十
四
条
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九
十
九
条
及
び
第
百
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
二
十
四

条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九

十
九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が

適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

⑴ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
ン
・
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（
自
己
資
本
比
率

告
示
第
四
章
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法
の
計
算

対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示

第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
項
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
） 

⑵ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
（
自
己
資
本
比
率
告
示
に
基
づ
き
信
用
供
与
枠
の
未

引
出
額
又
は
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
に
対

し
て
適
用
さ
れ
る
掛
目
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四

項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
前
及
び
信
用
リ
ス

ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
（
Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
す
る
対
象
と
な

る
信
用
供
与
枠
の
未
引
出
額
又
は
そ
の
他
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

⑶ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た
後
の
オ
ン
・
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

⑷ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
し
た
後
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額 
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⑸ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

⑹ 

⑸
に
掲
げ
る
額
を
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
で
除
し

た
割
合 

 
ト 
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

適
切
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
区
分
ご
と
の
Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後

及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た
後
の
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
（
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

の
合
計
額
を
い
う
。
）
並
び
に
こ
の
適
切
な
数
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

チ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
こ
れ
ら
の
適
切
な
数
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
ン
・
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

 

⑵ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
す
る
前
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額 

 

⑶ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
加
重
平
均
値
（
Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用

リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
⑵
に
掲
げ
る
額
で
除
し
た
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割
合
を
い
う
。
） 

⑷ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
し
た
後
の
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
額
の
合
計
額 

 
リ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、

ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
ら
れ
た
特
定
貸

付
債
権
に
つ
い
て
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
二
十
七
条
第
三
項

及
び
第
五
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
残
高 

ト 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、

ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
ら
れ
た
特
定
貸

付
債
権
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
方
式
の
簡
易
手
法
が
適
用
さ

れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
自
己
資
本
比
率
告

示
第
百
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
四
十
一
条
第

四
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
残
高 

ヌ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
事
項
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
用
い
た
場
合
は
、
こ

れ
を
反
映
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

チ 

［
同
上
］ 

⑴ 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

債
務
者
格
付
ご
と
のPD

の
推
計
値
、LG

D

の
推
計
値
（
先
進
的

内
部
格
付
手
法
（
内
部
格
付
手
法
の
う
ち
、
自
己
資
本
比
率
告

示
第
百
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
該
当
し
な
い
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

てLG
D

及
びE

A
D

の
自
組
合
推
計
値
を
用
い
る
手
法
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
第
九
号
並
び
に
次
条
第
四
項
第
十
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク

⑴ 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

債
務
者
格
付
ご
と
のPD

の
推
計
値
、LG

D

の
推
計
値
（
先
進
的

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
場
合
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
るE

L
d
e
f
a
u
l
t

を
含
む
。
）
の
加
重
平
均
値
、

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重
平
均
値
、
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
資
産

項
目
のE

A
D

の
推
計
値
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の

E
A

D
の
推
計
値
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
場
合
は

、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
未
引
出
額
及
び
当
該
未
引
出
額
に
乗
ず
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
るE

L
d
e
f
a
u
l
t

を
含
む
。
）
の
加
重
平
均
値
、

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加
重
平
均
値
、
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
資
産

項
目
のE

A
D

の
推
計
値
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の

E
A

D
の
推
計
値
（
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
場
合
に

は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
未
引
出
額
及
び
当
該
未
引
出
額
に
乗

ず
る
掛
目
の
推
計
値
の
加
重
平
均
値
を
含
む
。
） 

る
掛
目
の
推
計
値
の
加
重
平
均
値
を
含
む
。
） 

［
削
る
。
］ 

⑵ 
PD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

債
務
者
格
付
ご
と
のPD

の
推
計
値
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加

重
平
均
値
及
び
残
高 

⑵ 

［
略
］ 

⑶ 

［
同
上
］ 

ル 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
直
前
期
に
お

け
る
損
失
の
実
績
値
及
び
当
該
実
績
値
と
過
去
の
実
績
値
と
の
対

比
並
び
に
要
因
分
析 

リ 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、PD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の

他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
直
前
期
に
お
け
る

損
失
の
実
績
値
及
び
当
該
実
績
値
と
過
去
の
実
績
値
と
の
対
比
並

び
に
要
因
分
析 

ヲ 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
長
期
に
わ
た

る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比 

ヌ 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、PD

＼L
G
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格
リ

ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
他

リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損
失

額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比 
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三 

［
略
］ 

三 

［
同
上
］ 

四 
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
の
取
引
相
手
の
リ
ス
ク

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

四 

［
同
上
］ 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、

担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
与

信
相
当
額
（
派
生
商
品
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
区
分
ご
と
の

与
信
相
当
額
を
含
む
。
） 

ハ 

担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の

与
信
相
当
額
（
派
生
商
品
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
区
分
ご
と

の
与
信
相
当
額
を
含
む
。
） 

ニ 

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、

ロ
に
掲
げ
る
合
計
額
及
び
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
の
合
計
額
か
ら
ハ

に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額 

ニ 

ロ
に
掲
げ
る
合
計
額
及
び
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
の
合
計
額
か
ら

ハ
に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額
（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
ホ
～
チ 

略
］ 

［
ホ
～
チ 

同
上
］ 

五 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

五 

［
同
上
］ 

イ 

組
合
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

［
同
上
］ 

⑴ 

［
略
］ 

⑴ 

［
同
上
］ 

⑵ 

原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
延
滞
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額
及
び
当
期
の
損
失
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
主
な
原
資
産

の
種
類
別
の
内
訳
（
た
だ
し
、
組
合
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
を
保
有
し
な
い
証
券
化
取
引
の
原
資
産
に
つ
い
て
は
、
当

期
の
証
券
化
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑵ 

原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
三
月
以

上
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
当
期
の
損
失
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
主

な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳
（
た
だ
し
、
組
合
が
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
し
な
い
証
券
化
取
引
の
原
資
産
に
つ
い

て
は
、
当
期
の
証
券
化
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

［
⑶
～
⑾ 

略
］ 

［
⑶
～
⑾ 

同
上
］ 

ロ 

［
略
］ 

ロ 

［
同
上
］ 
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五
の
二 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
を
用
い
て
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る

組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
算
出
手
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

 
⑴ 

完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
四
十

六
条
の
三
の
三
に
定
め
るK

r
e
d
u
c
e
d

及
びK

h
e
d
g
e
d

に
割
引
係
数
（

D
S
B
A
-
C
V
A

）
〇
・
六
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除

し
て
得
た
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額 

 

⑵ 

限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
四

十
六
条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
自
己
資
本
比
率
告

示
第
二
百
四
十
六
条
の
三
の
三
に
定
め
るK
r
e
d
u
c
e
d

の
算
式
に
お

け
る
取
引
先
共
通
の
要
素
及
び
取
引
先
固
有
の
要
素
の
額
並
び

に
限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク

相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額 

 

ロ 

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
採
用
組
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示

第
二
百
四
十
六
条
の
四
の
七
第
二
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ク
ラ
ス

ご
と
に
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除

し
て
得
た
額
及
び
こ
れ
ら
の
合
計
額
並
び
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
の
対

象
と
な
る
取
引
相
手
方
の
先
数 

 

五
の
三 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
事
項 
［
号
を
加
え
る
。
］ 

六 

出
資
等
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項 

六 

［
同
上
］ 

イ 

貸
借
対
照
表
計
上
額
及
び
時
価
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
貸
借
対
照
表
計
上
額 

イ 
［
同
上
］ 

⑴ 

上
場
し
て
い
る
出
資
等
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（

⑴ 

上
場
し
て
い
る
出
資
等
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
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以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
項
第
七
号
イ
に
お
い
て
「
上
場
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
） 

以
下
「
上
場
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
） 

⑵ 

［
略
］ 

⑵ 

［
同
上
］ 

［
ロ
～
ホ 

略
］ 

［
ロ
～
ホ 

同
上
］ 

［
七
・
八 
略
］ 

［
七
・
八 

同
上
］ 

九 

内
部
格
付
手
法
と
標
準
的
手
法
の
比
較
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
に
限
る
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
及
び
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第

六
章
の
二
に
規
定
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告

示
第
二
百
四
十
六
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（

以
下
「
中
央
清
算
機
関
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

⑴ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
に
掲
げ
る
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合

が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特

性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等
に
よ
る
組
合
の
リ
テ
ー
ル
業

務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理
解
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る

場
合
に
は
、
両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

）
及
び
こ
れ
ら
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額 

 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を
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除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 
(ⅲ) 
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 
 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

⑵ 

⑴

(ⅰ)
か
ら

(ⅸ)
ま
で
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
標
準
的

手
法
を
適
用
し
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与

信
相
当
額
の
計
算
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
次
条
第
四
項
第

十
号
及
び
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
算
出
し
た

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
⑴
に
お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)

の
両
者
を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
）
及
び

こ
れ
ら
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額 

 

⑶ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
二
十
七
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十
八

条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
限
る
。
）
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の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
⑴
に
規
定
す
る
内
部
格

付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
内

部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
分
類
し
た
場
合
の
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
内
訳
（
⑴
に
お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者

を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両

者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

⑷ 

⑶
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
開
示
す

る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
、
自
己
資
本
比

率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与
信
相
当
額
の
計
算
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ

Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び

こ
れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
内
部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
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オ
に
分
類
し
た
場
合
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
内
訳
（
⑴
に

お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者
を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い

場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。
） 

(ⅰ) 
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

ロ 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

⑴ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

⑵ 

組
合
を
標
準
的
手
法
採
用
組
合
と
み
な
し
て
自
己
資
本
比
率

告
示
第
六
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
手
法
に
よ

り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

十 

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
二

条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
次
条
第
四
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
の

［
号
を
加
え
る
。
］ 



 

 

- 22 - 

比
較
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
二

条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
に
限
る
。
） 

イ 
派
生
商
品
取
引
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
、
信
用
取
引
、
有
価
証
券

の
貸
付
け
、
現
金
又
は
有
価
証
券
に
よ
る
担
保
の
提
供
、
長
期
決

済
期
間
取
引
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る

信
用
リ
ス
ク
（
以
下
「
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
」
と

い
う
。
）
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

ロ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与
信
相
当
額
の
計
算

に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信

用
リ
ス
ク
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

十
一 

内
部
モ
デ
ル
方
式
と
標
準
的
方
式
又
は
簡
易
的
方
式
と
の
比
較

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
組
合
に
限
る

。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額 

 

ロ 

全
て
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
、
標
準
的
方

式
又
は
簡
易
的
方
式
を
使
用
し
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額

の
合
計
額
（
た
だ
し
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に

お
い
て
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
適
用
す
る
部
分
に
は
、
標
準
的
方
式

を
用
い
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

 

５ 

前
項
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ

り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

６ 

第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
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開
示
事
項
） 

開
示
事
項
） 

第
三
条 

［
略
］ 

第
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

３ 

［
同
上
］ 

［
一
～
三 
略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

四 

［
同
上
］ 

イ 

［
略
］ 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
（
⑶
に
つ
い
て
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
に

限
る
。
） 

ロ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
内
部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
分
類
す

る
場
合
の
基
準
（
開
示
を
要
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
自

己
資
本
比
率
告
示
第
二
十
七
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第

四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
限

る
。
） 

［
加
え
る
。
］ 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
く
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 
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(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 
ハ 
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項 

ハ 

［
同
上
］ 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
格
付
付
与
手
続
の
概

要
（

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用

リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合
が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等

に
よ
る
連
結
グ
ル
ー
プ
の
リ
テ
ー
ル
業
務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理

解
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
両
者
を
区

別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

⑶ 

次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
格
付
付
与
手
続
の
概

要
（

(ⅵ)
及
び

(ⅶ)
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用

リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合
が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等

に
よ
る
連
結
グ
ル
ー
プ
の
リ
テ
ー
ル
業
務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理

解
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
両
者
を
区

別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

［

(ⅰ)
～

(ⅲ) 

略
］ 

［

(ⅰ)
～

(ⅲ) 

同
上
］ 

［
削
る
。
］ 

(ⅳ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
にPD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

(ⅳ)
～

(ⅵ) 

［
略
］ 

(ⅴ)
～

(ⅶ) 

［
同
上
］ 

［
五
～
七 

略
］ 

［
五
～
七 

同
上
］ 

七
の
二 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 
［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
使
用
す
る
手
法
（
Ｓ
Ａ
―
Ｃ

Ｖ
Ａ
、
完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
、
限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
又
は

簡
便
法
を
い
う
。
）
の
名
称
及
び
各
手
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
対

象
取
引
の
概
要 

 

ロ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
の
特
性
及
び
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体
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制
の
概
要
（
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
の
ヘ
ッ
ジ
方
針
及
び
ヘ
ッ
ジ
の
継
続

的
な
有
効
性
を
監
視
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
） 

ハ 
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
採
用
組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
⑴ 
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
概
要
（
理
事
の
関
与

の
仕
組
み
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
が
有
効
に
機
能
す
る
た

め
の
経
営
管
理
体
制
の
概
要
（
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理

の
状
況
を
示
す
書
類
の
作
成
及
び
報
告
の
状
況
並
び
に
Ｃ
Ｖ
Ａ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
検
証
部
署
及
び
内
部
監
査
部

署
の
関
与
の
状
況
を
含
む
。
） 

 

七
の
三 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
自
己

資
本
比
率
告
示
第
十
条
の
算
式
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
に

係
る
額
を
算
入
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

リ
ス
ク
管
理
の
方
針
、
手
続
及
び
体
制
の
概
要
（
次
に
掲
げ
る

事
項
を
含
む
。
） 

 

⑴ 

リ
ス
ク
の
特
定
、
評
価
、
管
理
及
び
削
減
に
係
る
方
法
並
び

に
ヘ
ッ
ジ
の
有
効
性
に
係
る
監
視
の
方
法 

 

⑵ 

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
に
分
類
す
る
商
品
の
範
囲
を
定
め
る

た
め
の
方
針
及
び
手
続
（
低
流
動
性
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
特
定
、
管

理
及
び
監
視
に
係
る
方
法
を
含
む
。
） 

 

⑶ 

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
と
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
と
の
間
の
商
品

の
振
替
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

(ⅰ) 

当
該
振
替
を
行
っ
た
商
品
の
市
場
価
値
及
び
グ
ロ
ス
の

公
正
価
値 

 

(ⅱ) 

当
該
振
替
の
理
由 
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⑷ 

内
部
取
引
担
当
デ
ス
ク
の
リ
ス
ク
移
転
の
状
況 

 

ロ 

報
告
及
び
計
測
に
係
る
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
並
び
に
そ
の
内
容 

 
ハ 
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
（
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
の
外
国
為
替

リ
ス
ク
を
保
有
す
る
部
門
を
含
む
。
）
の
構
造
及
び
保
有
す
る
商

品
の
種
類
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク

相
当
額
を
算
出
す
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
限
る
。
） 

 

ニ 

期
待
シ
ョ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ル
モ
デ
ル
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
承
認
を
受
け
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
に
限
る
。
） 

 

⑴ 

適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
範
囲
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
の
概
要
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

主
要
な
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
の
う
ち
ス
ト
レ
ス
期
待

シ
ョ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ル
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
）
に
よ
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ

ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
の
概
要 

 

⑶ 

概
要
（
計
測
手
法
の
種
類
、
信
頼
水
準
、
保
有
期
間
、
観
測

期
間
及
び
市
場
混
乱
時
の
特
定
方
法
等
を
含
む
。
） 

 

⑷ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
自
己
資
本
の
充
実
度
を
内

部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い
る
各
種
の
前
提
及
び
評
価
の

方
法
（
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
を
含
む
。
） 

 

⑸ 

使
用
す
る
デ
ー
タ
の
更
新
頻
度 

 

⑹ 

重
要
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
の

結
果
の
概
要
（
モ
デ
ル
化
可
能
な
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
及
び

低
減
し
た
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス

ク
相
当
額
の
算
出
過
程
を
含
む
。
） 

 

ホ 

モ
デ
ル
化
不
可
能
な
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
お
け
る
自
己
資
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本
の
充
実
度
を
内
部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い
る
各
種
の
前

提
及
び
評
価
の
方
法
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る

。
） 

ヘ 
Ｄ
Ｒ
Ｃ
モ
デ
ル
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
内
部
モ
デ
ル
方

式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

⑴ 

適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
範
囲
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ

ス
ク
の
概
要
、
商
品
及
び
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
含
む
。
） 

 

⑵ 

概
要
（
計
測
手
法
の
種
類
、
信
頼
水
準
、
保
有
期
間
、
観
測

期
間
、PD

の
前
提
及
び
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

の
方
法
を
含
む
。
） 

 

⑶ 

自
己
資
本
の
充
実
度
を
内
部
的
に
評
価
す
る
際
に
用
い
て
い

る
各
種
の
前
提
及
び
評
価
の
方
法
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二

百
四
十
六
条
の
十
三
の
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
含
む

。
） 

 

ト 

モ
デ
ル
検
証
部
署
に
よ
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
設
計
及
び
運
用

に
係
る
検
証
、
一
般
的
な
手
法
、
各
種
の
前
提
並
び
に
評
価
の
方

法
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

八 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

八 

［
同
上
］ 

イ 

［
略
］ 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

Ｂ
Ｉ
の
算
出
方
法 

ロ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
使
用
す
る
手

法
の
名
称
（
部
分
的
に
先
進
的
計
測
手
法
を
使
用
す
る
場
合
は
、

各
手
法
の
適
用
範
囲
を
含
む
。
） 

ハ 

Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
方
法 

ハ 
先
進
的
計
測
手
法
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

項 

 

⑴ 

当
該
手
法
の
概
要 
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⑵ 

保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
削
減
の
有
無
（
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
削

減
を
行
っ
た
場
合
は
、
保
険
の
利
用
方
針
と
概
要
を
含
む
。
） 

ニ 
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、

Ｂ
Ｉ
の
算
出
か
ら
除
外
し
た
連
結
子
法
人
等
又
は
事
業
部
門
の
有

無
（
連
結
子
法
人
等
又
は
事
業
部
門
を
除
外
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
） 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

ホ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、

Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
か
ら
除
外
し
た
特
殊
損
失
の
有
無
（
特
殊
損
失
を

除
外
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
） 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

九 

出
資
等
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理

の
方
針
及
び
手
続
の
概
要
（
不
動
産
投
資
法
人
へ
の
出
資
及
び
こ
れ

に
類
す
る
出
資
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
判
定
に
係
る
基
準
を
含
む

。
） 

九 

出
資
等
又
は
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理

の
方
針
及
び
手
続
の
概
要 

十 

［
略
］ 

 

十 

［
同
上
］ 

４ 

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

４ 

［
同
上
］ 

一 

［
略
］ 

一 

［
同
上
］ 

二 

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

［
同
上
］ 

イ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所

要
自
己
資
本
の
額
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
額
を
除
く
。
）
並
び
に
こ

れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
額 

イ 

信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
（
ロ
及
び
ハ
の
額

を
除
く
。
）
及
び
こ
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と

の
額 

⑴ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
及
び
標
準
的

手
法
が
複
数
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
適
切
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

⑴ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
及
び
複
数
の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
適
切
な
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
⑵
・
⑶ 

略
］ 

［
⑵
・
⑶ 

同
上
］ 

ロ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
株

ロ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
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式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額 

係
る
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
及
び
こ
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額 

⑴ 
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
投
機

的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
該
当
す
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑴ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
方
式
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
こ
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
内
訳 

(ⅰ) 

簡
易
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅱ) 

内
部
モ
デ
ル
手
法
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー 

⑵ 

⑴
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
な
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑵ 
PD

＼LG
D

方
式
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー 

ハ 

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要

自
己
資
本
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分

ご
と
の
額 

ハ 

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
ご
と
の
額 

［
⑴
～
⑸ 

略
］ 

［
⑴
～
⑸ 

同
上
］ 

ニ 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
及

び
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら

の
う
ち
組
合
が
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
手
法
ご
と
の
額 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑵ 

完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑶ 

限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

 

⑷ 

簡
便
法 

 

ホ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
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で
除
し
て
得
た
額
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要

自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
連
結
グ
ル
ー
プ
が
使
用

す
る
次
に
掲
げ
る
方
式
ご
と
の
額 

(ⅰ ) 

簡
易
的
方
式 

 
(ⅱ ) 
標
準
的
方
式 

 

(ⅲ ) 

内
部
モ
デ
ル
方
式 
 

⑵ 

勘
定
間
の
振
替
分
に
係
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の

合
計
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
か
ら
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
に
加
算
す
る
額
及
び
当
該
振
替
に
係
る
所
要

自
己
資
本
の
額
（
当
該
振
替
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

ヘ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
を
八
パ
ー
セ

ン
ト
で
除
し
て
得
た
額
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
対

す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
事
項 

ニ 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額

及
び
こ
の
う
ち
連
結
グ
ル
ー
プ
が
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
手
法
ご

と
の
額 

⑴ 

Ｂ
Ｉ
が
千
億
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
Ｉ
Ｌ
Ｍ
を
一
と
す
る

場
合 

Ｂ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
額 

⑴ 

基
礎
的
手
法 

⑵ 

Ｉ
Ｌ
Ｍ
を
内
部
損
失
デ
ー
タ
利
用
Ｉ
Ｌ
Ｍ
と
す
る
場
合 

Ｂ

Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
額
、
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
値
並
び
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
・
リ
ス
ク
損
失
の
推
移 

⑵ 

粗
利
益
配
分
手
法 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

Ｂ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｃ

の
額
並
び
に
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
値 

⑶ 

先
進
的
計
測
手
法 

ト 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
条
の
算
式
の
分
母
の
額
及
び
当
該
分

母
の
額
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
額 

ホ 
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
条
の
算
式
の
分
母
の
額
に
四
パ
ー
セ

ン
ト
を
乗
じ
た
額 

三 

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
又
は
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

三 

［
同
上
］ 
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ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
及
び
こ
れ
ら
の
次
に
掲
げ
る
区

分
ご
と
の
内
訳 

ハ 

三
月
以
上
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
又
は
デ
フ
ォ

ル
ト
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
末
残
高
及
び
こ
れ
ら
の
次
に

掲
げ
る
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

［
ニ
・
ホ 

略
］ 

［
ニ
・
ホ 

同
上
］ 

ヘ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
こ
れ
ら
の
適
切
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
区

分
ご
と
の
内
訳 

ヘ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効

果
を
勘
案
し
た
後
の
残
高
（
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
信
用
供
与

の
割
合
が
信
用
供
与
の
額
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、
区
分
を
要
し
な
い
。
）
並
び
に
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第

二
百
二
十
四
条
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九
十
九
条
及
び
第
百
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
二
十
四

条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
九

十
九
条
及
び
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が

適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

⑴ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
ン
・
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

⑵ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
す
る
前
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額 

⑶ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た
後
の
オ
ン
・
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額 

⑷ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
し
た
後
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額 

 

⑸ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

⑹ 

⑸
に
掲
げ
る
額
を
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
で
除
し
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た
割
合 

ト 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

適
切
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
区
分
ご
と
の
Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後

及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
し
た
後
の
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
（
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

額
の
合
計
額
を
い
う
。
）
並
び
に
こ
の
適
切
な
数
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

チ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
己

資
本
比
率
告
示
第
二
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十

八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
こ
れ
ら
の
適
切
な
数
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
の
区
分
ご
と
の
内
訳 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

⑴ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
す
る
前
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
す
る
前
の
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額 

 

⑵ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
す
る
前
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額 

 

⑶ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
の
加
重
平
均
値
（
Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用

リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
⑵
に
掲
げ
る
額
で
除
し

た
割
合
を
い
う
。
） 
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⑷ 

Ｃ
Ｃ
Ｆ
を
適
用
し
た
後
及
び
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果

を
勘
案
し
た
後
の
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額
及
び
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
額
の
合
計
額 

 

リ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、

ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
ら
れ
た
特
定
貸

付
債
権
に
つ
い
て
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
百
二
十
七
条
第
三
項

及
び
第
五
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
残
高 

ト 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、

ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
に
割
り
当
て
ら
れ
た
特
定
貸

付
債
権
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
方
式
の
簡
易
手
法
が
適
用
さ

れ
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
自
己
資
本
比
率
告

示
第
百
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
四
十
一
条
第

四
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
区
分
ご
と
の
残
高 

ヌ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
事
項
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
用
い
た
場
合
は
、
こ

れ
を
反
映
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

チ 

［
同
上
］ 

⑴ 

［
略
］ 

⑴ 

［
同
上
］ 

［
削
る
。
］ 

⑵ 
PD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

債
務
者
格
付
ご
と
のPD

の
推
計
値
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
加

重
平
均
値
及
び
残
高 

⑵ 

［
略
］ 

⑶ 

［
同
上
］ 

ル 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
直
前
期
に
お

リ 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、PD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の
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け
る
損
失
の
実
績
値
及
び
当
該
実
績
値
と
過
去
の
実
績
値
と
の
対

比
並
び
に
要
因
分
析 

他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
直
前
期
に
お
け
る

損
失
の
実
績
値
及
び
当
該
実
績
値
と
過
去
の
実
績
値
と
の
対
比
並

び
に
要
因
分
析 

ヲ 
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
長
期
に
わ
た

る
損
失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比 

ヌ 

内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
、
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
金
融
機
関
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、PD

＼LG
D

方
式
を
適
用
す
る
株
式
等
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
適
格

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
そ
の

他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
の
長
期
に
わ
た
る
損

失
額
の
推
計
値
と
実
績
値
と
の
対
比 

四 

［
略
］ 

四 

［
同
上
］ 

五 

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
の
取
引
相
手
の
リ
ス
ク

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

五 

［
同
上
］ 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、

担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の
与

信
相
当
額
（
派
生
商
品
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
区
分
ご
と
の

与
信
相
当
額
を
含
む
。
） 

ハ 

担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
前
の

与
信
相
当
額
（
派
生
商
品
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
区
分
ご
と

の
与
信
相
当
額
を
含
む
。
） 

ニ 

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、

ロ
に
掲
げ
る
合
計
額
及
び
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
の
合
計
額
か
ら
ハ

に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額 

ニ 

ロ
に
掲
げ
る
合
計
額
及
び
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
の
合
計
額
か
ら

ハ
に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額
（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
ホ
～
チ 

略
］ 

［
ホ
～
チ 

同
上
］ 

六 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

六 

［
同
上
］ 

イ 

連
結
グ
ル
ー
プ
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
信

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

イ 

［
同
上
］ 



 

 

- 35 - 

ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

⑴ 

［
略
］ 

⑴ 

［
同
上
］ 

⑵ 

原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
延
滞
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額
及
び
当
期
の
損
失
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
主
な
原
資
産

の
種
類
別
の
内
訳
（
た
だ
し
、
連
結
グ
ル
ー
プ
が
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
し
な
い
証
券
化
取
引
の
原
資
産
に
つ
い

て
は
、
当
期
の
証
券
化
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑵ 

原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
三
月
以

上
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
及
び
当
期
の
損
失
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
主

な
原
資
産
の
種
類
別
の
内
訳
（
た
だ
し
、
連
結
グ
ル
ー
プ
が
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
し
な
い
証
券
化
取
引
の
原
資

産
に
つ
い
て
は
、
当
期
の
証
券
化
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。

） 

［
⑶
～
⑾ 

略
］ 

［
⑶
～
⑾ 

同
上
］ 

ロ 

［
略
］ 

ロ 

［
同
上
］ 

六
の
二 

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
を
用
い
て
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る

組
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
算
出
手
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

 

⑴ 

完
全
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
四
十

六
条
の
三
の
三
に
定
め
るK

r
e
d
u
c
e
d

及
びK

h
e
d
g
e
d

に
割
引
係
数
（

D
S
B
A
-
C
V
A

）
〇
・
六
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除

し
て
得
た
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額 

 

⑵ 

限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
百
四

十
六
条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
自
己
資
本
比
率
告

示
第
二
百
四
十
六
条
の
三
の
三
に
定
め
るK

r
e
d
u
c
e
d

の
算
式
に
お

け
る
取
引
先
共
通
の
要
素
及
び
取
引
先
固
有
の
要
素
の
額
並
び

に
限
定
的
な
Ｂ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
に
よ
り
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク

相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除
し
て
得
た
額 
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ロ 

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
採
用
組
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示

第
二
百
四
十
六
条
の
四
の
七
第
二
項
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ク
ラ
ス

ご
と
に
算
出
し
た
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
除

し
て
得
た
額
及
び
こ
れ
ら
の
合
計
額
並
び
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
の
対

象
と
な
る
取
引
相
手
方
の
先
数 

 
六
の
三 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
事
項 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

［
七
～
九 

略
］ 

［
七
～
九 

同
上
］ 

十 

内
部
格
付
手
法
と
標
準
的
手
法
の
比
較
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
（
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
に
限
る
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

信
用
リ
ス
ク
（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
及
び
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第

六
章
の
二
に
規
定
す
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
並
び
に
中
央
清
算
機
関
関

連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

⑴ 

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
に
掲
げ
る
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
全
体
に
占
め
る
こ
れ
ら
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
割
合

が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
リ
ス
ク
特

性
が
類
似
し
て
お
り
、
貯
金
者
等
に
よ
る
組
合
の
リ
テ
ー
ル
業

務
の
リ
ス
ク
特
性
の
理
解
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
判
断
で
き
る

場
合
に
は
、
両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

）
及
び
こ
れ
ら
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額 

 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を
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除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 
(ⅲ) 
金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 
 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

⑵ 

⑴

(ⅰ)
か
ら

(ⅸ)
ま
で
に
掲
げ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
標
準
的

手
法
を
適
用
し
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与

信
相
当
額
の
計
算
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
⑴
に
お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両

者
を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の

両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
）
及
び
こ
れ

ら
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額 

 

⑶ 

標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
二
十
七
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
四
十
八

条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
限
る
。
）

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
⑴
に
規
定
す
る
内
部
格

付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
内
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部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
分
類
し
た
場
合
の
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
内
訳
（
⑴
に
お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者

を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両

者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
） 

(ⅰ) 
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

⑷ 

⑶
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
開
示
す

る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
標
準
的
手
法
を
適
用
し
、
自
己
資
本
比

率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与
信
相
当
額
の
計
算
に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ

Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び

こ
れ
ら
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
内
部
格
付
手
法
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
に
分
類
し
た
場
合
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
の
内
訳
（
⑴
に

お
い
て
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者
を
区
別
し
た
開
示
を
行
わ
な
い

場
合
に
は
、
⑴

(ⅴ)
及
び

(ⅵ)
の
両
者
を
区
別
し
て
開
示
す
る
こ
と
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を
要
し
な
い
。
） 

(ⅰ) 

事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
特
定
貸
付
債
権
を

除
き
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
内
部
格
付
手

法
別
の
内
訳
を
含
む
。
） 

 

(ⅱ) 

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅲ) 

金
融
機
関
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅳ) 

居
住
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅴ) 

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー 

 

(ⅵ) 

そ
の
他
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅶ) 

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

(ⅷ) 

特
定
貸
付
債
権 

 

(ⅸ) 

購
入
債
権 

 

ロ 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

⑴ 

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

⑵ 

組
合
を
標
準
的
手
法
採
用
組
合
と
み
な
し
て
自
己
資
本
比
率

告
示
第
六
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
手
法
に
よ

り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

 

十
一 

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
と
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
の
比
較
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
二
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
に
限
る
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額 

 

ロ 

自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
条
に
定
め
る
与
信
相
当
額
の
計
算
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に
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信

用
リ
ス
ク
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

十
二 
内
部
モ
デ
ル
方
式
と
標
準
的
方
式
又
は
簡
易
的
方
式
と
の
比
較

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
組
合
に
限
る

。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

イ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額 

 

ロ 

全
て
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
、
標
準
的
方

式
又
は
簡
易
的
方
式
を
使
用
し
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額

の
合
計
額
（
た
だ
し
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に

お
い
て
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
適
用
す
る
部
分
に
は
、
標
準
的
方
式

を
用
い
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

 

５ 

前
項
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ

り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

６ 

第
四
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。 
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（別紙様式第一号） （別紙様式第一号） 

項目 当期末 前期末 

［略］ 

信用リスク・アセットの額の合計額   

 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の

合計額 

  

  ［略］   

  うち、上記以外に該当するものの額   

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額   

勘定間の振替分   

［略］ 

フロア調整額   

［項を削る。］ 

［略］ 
 

項目 当期末 前期末 

［同左］ 

［同左］   

 ［同左］ 

 

  

  ［同左］   

  ［同左］   

［項を加える。］ 

［項を加える。］ 

［同左］   

信用リスク・アセット調整額   

オペレーショナル・リスク相当額調整額   

［同左］ 
 

（注） （注） 

［⑴・⑵ 略］ ［⑴・⑵ 同左］ 

⑶ リスク・アセット等 ⑶ リスク・アセット等 

［a・b 略］ ［a・b 同左］ 

c 「マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額」とは、自己資本比率告示第

七条の二の規定に従い算出された額を八パーセントで除して得た額をいう。 

［加える。］ 

d 「勘定間の振替分」とは、自己資本比率告示第七条の八の規定に従い算出された額をいう。 ［加える。］ 

e ［略］ c ［同左］ 

f 「フロア調整額」とは、自己資本比率告示第九条第一項又は第二項の規定に従い算出された額をい

う。 

d 「信用リスク・アセット調整額」とは、内部格付手法採用組合において、自己資本比率告示第九条

第一項の規定に従い算出された額をいう。 

［削る。］ e 「オペレーショナル・リスク相当額調整額」とは、先進的計測手法採用組合において、自己資本比

率告示第九条第二項の規定に従い算出された額をいう。 

⑷ ［略］ ⑷ ［同左］ 

  

（別紙様式第一号の二） ［様式を加える。］ 
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［別葉］  

  

（別紙様式第一号の三） （別紙様式第一号の二） 
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（別紙様式第二号） （別紙様式第二号） 

項目 当期末 前期末 

［略］ 

信用リスク・アセットの額の合計額   

 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合

計額 

  

  ［略］   

  うち、上記以外に該当するものの額   

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額   

勘定間の振替分   

［略］ 

フロア調整額   

［項を削る。］ 

［略］ 
 

項目 当期末 前期末 

［同左］ 

［同左］   

 ［同左］ 

 

  

  ［同左］   

  ［同左］   

［項を加える。］ 

［項を加える。］ 

［同左］ 

信用リスク・アセット調整額   

オペレーショナル・リスク相当額調整額   

［同左］ 
 

（注） （注） 

［⑴・⑵ 略］ ［⑴・⑵ 同左］ 

⑶ リスク・アセット等 ⑶ リスク・アセット等 

［a・b 略］ ［a・b 同左］ 

c 「マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額」とは、自己資本比率告示第

十六条の二の規定に従い算出された額を八パーセントで除して得た額をいう。 

［加える。］ 

d 「勘定間の振替分」とは、自己資本比率告示第十六条の八の規定に従い算出された額をいう。 ［加える。］ 

e ［略］ c ［同左］ 

f 「フロア調整額」とは、自己資本比率告示第十八条第一項又は第二項の規定に従い算出された額を

いう。 

d 「信用リスク・アセット調整額」とは、内部格付手法採用組合において、自己資本比率告示第十八

条第一項の規定に従い算出された額をいう。 

［削る。］ e 「オペレーショナル・リスク相当額調整額」とは、先進的計測手法採用組合において、自己資本比

率告示第十八条第二項の規定に従い算出された額をいう。 

⑷ ［略］ ⑷ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
基
準
日
（
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
六
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又
は
基
準
日
以
後
に
終
了
す
る
半
期
に
係
る
事
項
の
開
示
に
つ

い
て
適
用
し
、
基
準
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又
は
基
準
日
前
に
終
了
す
る
半
期
に
係
る
事
項
の
開
示

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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［別葉］ 
（第一面） 

（単位：百万円） 

ＭＲ１：標準的方式によるマーケット・リスク相当額  

項番  マーケット・リスク相当額 

１ 一般金利リスク  

２ 株式リスク  

３ コモディティ・リスク  

４ 外国為替リスク  

５ 信用スプレッド・リスク（非証券化商品）  

６ 信用スプレッド・リスク（証券化商品（非ＣＴＰ））  

７ 信用スプレッド・リスク（証券化商品（ＣＴＰ））  

８ デフォルト・リスク（非証券化商品）  

９ デフォルト・リスク（証券化商品（非ＣＴＰ））  

10 デフォルト・リスク（証券化商品（ＣＴＰ））  

11 残余リスク・アドオン  

 その他  

12 合計  

（注）  

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例

によるものとする。 

a 項番１から項番７までの項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十五第一号に定めるリスク・ク

ラスごとに標準的方式を用いて算出したマーケット・リスク相当額を記載すること。 

b 項番８から項番 10 までの項には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十第一項第一号に定める商

品ごとに標準的方式を用いて算出したマーケット・リスク相当額を記載すること。 

c 項番 11「残余リスク・アドオン」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十三第一項に規定

する残余リスク・アドオンについて標準的方式を用いて算出したマーケット・リスク相当額を記載す

ること。 

d 「その他」の項には、項番１から項番 11 までの項のいずれにも該当しない場合において、マーケッ

ト・リスク相当額を算出するときに記載すること。 

e 項番 12「合計」の項には、項番１の「一般金利リスク」の項の額から「その他」の項の額までの合計

額を記載すること。 

f この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず「－」を記載

すること。 

g この面に記載する額は、この面で指定した単位で記載し、当該単位未満の端数があるときはこれを切

り捨てること。  

h この面は、自金融機関が標準的方式採用組合の場合又は内部モデル方式採用組合の場合にあっては、
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標準的方式を用いてマーケット・リスク相当額を算出しているトレーディング・デスクについて記載

すること。 
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（単位：百万円、回数） 

ＭＲ２：内部モデル方式によるマーケット・リスク相当額に関する内訳  

項番 

 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト 

算出基準日を含む直近十二週間 

（算出基準日を含む直近六十営業日）の値 

バック・テス

ティングの超

過回数

（99.0％） 

前期の算出基準日を含む直近十

二週間の値 

当期末 平均値 最大値 最小値 前期末 平均値 

１ 制約がない期待ショート・フォー

ル（IMCC（C）） 

       

２ 

リスク・ク

ラス 

一般金利リスク        

３ 株式リスク        

４ コモディティ・リス

ク 

       

５ 外国為替リスク        

６ 信用スプレッド・リ

スク 

       

７ 制約がある期待ショート・フォー

ル（IMCC（Ci）） 

       

８ モデル化可能なリスク・ファクタ

ーに基づくマーケット・リスク

（IMCC） 

       

９ モデル化不可能なリスク・ファク

ターに基づくマーケット・リスク

（SES） 

       

10 デフォルト・リスクに係るマーケ

ット・リスク（DRC） 

       

 

（第二面） 
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11 アンバー・ゾーンに分類されたト

レーディング・デスクの資本サー

チャージ 

     

12 グリーン・ゾーン及びアンバー・

ゾーンに分類されたトレーディ

ング・デスクのマーケット・リス

ク           （イ） 

     

13 内部モデルを使用しないトレー

ディング・デスクのマーケット・

リスク（Cu）      （ロ） 

     

14 グリーン・ゾーン及びアンバー・

ゾーンに分類されたトレーディ

ング・デスクについて、内部モデ

ル方式により算出されたマーケ

ット・リスクから標準的方式によ

り算出されたマーケット・リスク

を控除した額      （ハ） 

     

15 全てのトレーディング・デスクに

ついて標準的方式を用いた場合

のマーケット・リスク（SAall desk） 

            （ニ） 

     

16 マーケット・リスクの合計額

（ACRtotal）     min(（イ）

＋（ロ）;（ニ）)+max(0,（ハ）) 

     

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

a 項番１「制約がない期待ショート・フォール（IMCC（C））」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める全リスク・クラスを対象とした

市場混乱時を想定した期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（C））の値を記載すること。 

b 項番２「一般金利リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める一般金利リスクを対象とした市場混乱時を想定した期待ショー
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ト・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

c 項番３「株式リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める株式リスクを対象とした市場混乱時を想定した期待ショート・フォ

ールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

d 項番４「コモディティ・リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定めるコモディティ・リスクを対象とした市場混乱時を想定し

た期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

e 項番５「外国為替リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める外国為替リスクを対象とした市場混乱時を想定した期待ショー

ト・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

f 項番６「信用スプレッド・リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める信用スプレッド・リスクを対象とした市場混乱時を想

定した期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

g 項番７「制約がある期待ショート・フォール（IMCC（Ci））」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定める五つの各リスク・クラスを対

象とした市場混乱時を想定した期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リスク相当額（IMCC（Ci））の値を記載すること。 

h 項番８「モデル化可能なリスク・ファクターに基づくマーケット・リスク（IMCC）」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の四の算式に定めるモデル

化可能なリスク・ファクターに基づくマーケット・リスク相当額（IMCC）の値を記載すること。 

i 項番９「モデル化不可能なリスク・ファクターに基づくマーケット・リスク（SES）」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の五第二項の算式に定め

るモデル化不可能なリスク・ファクターに基づくマーケット・リスク相当額を合計したもの（SES）の値を記載すること。 

j 項番 10「デフォルト・リスクに係るマーケット・リスク（DRC）」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の六に定めるＤＲＣモデルにより算出された

デフォルト・リスクに係るマーケット・リスク相当額（DRC）の値を記載すること。 

k 項番 11「アンバー・ゾーンに分類されたトレーディング・デスクの資本サーチャージ」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の八の算式に定める資

本サーチャージの値を記載すること。 

l 項番 12「グリーン・ゾーン及びアンバー・ゾーンに分類されたトレーディング・デスクのマーケット・リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十

三の八の算式に定める CA及び DRC の合計額（IMAG,A）に資本サーチャージを加算した値を記載すること。 

m 項番 13「内部モデルを使用しないトレーディング・デスクのマーケット・リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の八の算式に定める内部モ

デル方式を使用しないトレーディング・デスクについて標準的方式を用いて算出したマーケット・リスク相当額（Cu）の値を記載すること。 
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n 項番 14「グリーン・ゾーン及びアンバー・ゾーンに分類されたトレーディング・デスクについて、内部モデル方式により算出されたマーケット・リスクから標準

的方式により算出されたマーケット・リスクを控除した額」の項には、IMAG,Aの値から自己資本比率告示第二百四十六条の十三の八の算式に定めるグリーン・ゾーン

（G）又はアンバー・ゾーン（A）に分類されたトレーディング・デスクについて標準的方式を用いて算出した場合のマーケット・リスク相当額（SAG,A）の値を控除

した値を記載すること。 

o 項番 15「全てのトレーディング・デスクについて標準的方式を用いた場合のマーケット・リスク」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の八の算式

に定める全てのトレーディング・デスクについて標準的方式を用いて算出した場合のマーケット・リスク相当額（SAall desk）の値を記載すること。 

p 項番 16「マーケット・リスクの合計額」には、自己資本比率告示第二百四十六条の十三の八の算式に定める内部モデル方式及び標準的方式に基づくマーケット・

リスク相当額（ACRtotal）の値を記載すること。 

q イ欄には、当期末の額を記載すること。 

r ロ欄には、当期の平均値を記載すること。 

s ハ欄には、当期の最大値を記載すること。 

t ニ欄には、当期の最小値を記載すること。 

u ホ欄には、自己資本比率告示第二百四十六条の十二の二第二項に定める全組合的なバック・テスティングの超過回数を記載すること。 

v ヘ欄には、前期末の額を記載すること。 

w ト欄には、前期の平均値を記載すること。 

x この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず「－」を記載すること。 

y この面に記載する額は、この面で指定した単位で記載し、当該単位未満の端数があるときはこれを切り捨てること。 

z この面は、自金融機関が内部モデル方式を採用しない場合にあっては、作成することを要しない。 
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（第三面） 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例

によるものとする。 

a 項番１「金利リスク（一般市場リスク及び個別リスク）の額」の項には、自己資本比率告示第二百四

十六条の二十四及び第二百四十六条の二十五の規定により算出した金利リスク・カテゴリーのマーケ

ット・リスク相当額（同条第一項に規定する債券等に係る個別リスクの額及び一般市場リスクの額の合

計額）を記載すること。 

b 項番２「株式リスク（一般市場リスク及び個別リスク）の額」の項には、自己資本比率告示第二百四

十六条の二十四及び第二百四十六条の二十六の規定により算出した株式リスク・カテゴリーのマーケ

ット・リスク相当額（同条に規定する株式等に係る個別リスクの額及び一般市場リスクの額の合計額）

を記載すること。 

c 項番３「コモディティ・リスクの額」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十四及び第二

百四十六条の二十八の規定により算出したコモディティ・リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相

当額を記載すること。 

（単位：百万円） 

ＭＲ３：簡易的方式によるマーケット・リスク相当額  

項番  

イ ロ ハ ニ 

オプション取引

以外の取引  

オプション取引 

簡便法により算

出した額 

デルタ・プラス

法により算出し

た額 

シナリオ法によ

り算出した額 

１ 金利リスク（一般市

場リスク及び個別

リスク）の額 

    

２ 株式リスク（一般市

場リスク及び個別

リスク）の額 

    

３ コモディティ・リス

クの額 

    

４ 外国為替リスクの額     

５ 証券化エクスポー

ジャーに係る個別

リスクの額 

    

６ 合計     
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d 項番４「外国為替リスクの額」の項には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十四及び第二百四十

六条の二十七の規定により算出した外国為替リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額を記載す

ること。 

e 項番５「証券化エクスポージャーに係る個別リスクの額」の項には、自己資本比率告示第二百四十六

条の三十から第二百四十六条の三十の三までの規定により算出した証券化エクスポージャーの個別リ

スクの額並びに自己資本比率告示第二百四十六条の三十一及び第二百四十六条の三十一の二の規定に

より算出した特定順位参照型クレジット・デリバティブに係る個別リスクの額の合計額を記載するこ

と。 

f 項番６「合計」の項には、項番１から項番５までの合計額を記載すること。 

g イ欄には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十五から第二百四十六条の二十八の三までの規定

により算出した簡易的方式によるマーケット・リスク相当額を記載すること。 

h ロ欄には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十九の二の規定により算出した簡便法を用いる場

合のオプション取引等に係るマーケット・リスク相当額を記載すること。 

i ハ欄には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十九の三の規定により算出したオプション取引等

に係るマーケット・リスク相当額（同条第二号に規定するガンマ・リスク及び同条第三号に規定するベ

ガ・リスクに係るマーケット・リスク相当額の合計額）を記載すること。 

j ニ欄には、自己資本比率告示第二百四十六条の二十九の四の規定により算出したシナリオ法を用い

る場合のオプション取引等に係るマーケット・リスク相当額を記載すること。 

k この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載

すること。 

l この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

m この面は、自金融機関が簡易的方式を採用しない場合にあっては、作成することを要しない。 


